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当当院院ででののリリハハビビリリテテーーシショョンン  

当院には、リハビリテーション専門職である理学療法

士・作業療法士が在籍し、日常生活に復帰するために

必要なリハビリを提供しています。 

下半身 を中心に 立

つ、歩く、走るなど

全体的な基本的動作

を診ます。 

リリハハビビリリのの頻頻度度やや時時間間ににつついいてて  

ススポポーーツツリリハハににつついいてて  

当院ではスポーツに特化したリハビリは行っていま

せん。体の動かし方などについてのアドバイスは可能

ですが、日常生活に支障のないレベルまで回復された

後は、スポーツリハ専門病院に通われることをお勧め

します。 

理学療法 

指、肘、肩など上肢

を身体全体から総合

的に診ます。 

作業療法 

整形外科医と相談しながら、身体機能と生活

への応用を総合的に回復改善するアプローチ

を共同で行ないます。それによりできるだけ

早い日常生活や競技への復帰を支援します。 

理学療法 

PT 

作業療法 

OT 

各各職職種種のの総総合合的的関関りり  

骨折、捻挫などの運動器疾患、その術後の医療的リハ

ビリテーションを行っています。 

＜訓練パターン一例＞ 

AM PM 

月 

水 

土 

※ 上記は例です。実際は患者様によって異なります。 
※ 毎週、予定を調整することは可能です。 

PT OT 

･･･ 

リハビリテーション室の入

り口です。季節のデコレー

ションでお迎えします 

毎回血圧測定などで体調を

確認した上でリハビリを開

始します。 

開放的なリハビリテーショ

ン室でリハビリをしていた

だけます。 

若いスタッフも多く気楽に

リハビリを受けていただけ

る環境です。 

20 分 

20 分 

リハビリの頻度・時間は、担当療法士との話し合
いにより症状にあわせて調整します。 

学 校 

仕 事 

月～土 

対応 
× 

月～土の外来リハ
が可能です。原則午
前中が基本ですが、
午後の時間帯も調
整が可能です。（土
曜日は AM のみ） 

保保険険ににつついいてて  

リハビリ実施可能なのは、何らかの疾患により医療保

険が適用になる方です。よって医療保険でのリハビリ

となりますので、必ず定期的な整形外科医の受診が必

要になります。最初の受診時に必ず保険証をお持ち下

さい。 

各種民間保険の利用については、受診時に病院の総合

受付でお尋ね下さい。 

× 各各種種書書類類ににつついいてて  

リハビリを実施される方には、 

「リハビリテーション総合実施計画書」 

という書類を毎月お渡しします。評価や、リハビリの

計画を記したものです。 

当院では、リハビリ実施時に、専門的な評価に基づく

計画内容にご同意いただいた上でリハビリを実施し

ています。御本人またはご家族の署名を頂きます。 

※内容に関するご質問は担当者までお気軽に。 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

開室時間 午前 8：45 ～ 午後 5：00 

定 休 日 日曜・祝日および 12/30～1/3 

＊各療法士の出勤予定は各療法士にご確認ください。  

リリハハビビリリテテーーシショョンン室室  

医医療療法法人人財財団団  上上ヶヶ原原病病院院  

整整形形外外科科  

リリハハビビリリテテーーシショョンン科科ののごご案案内内  
 

リハビリテーション室の場所 

ご自由にお持ち帰りください。 

＊ 病院１階にあります。 

＊ エレベーターから見て左方向です。 

＊ 「リハビリ室」と掲示してあります。 

リハビリ室 

エ
レ
ベ

タ

 木 

階
段 

至 正面玄関 

至 売店 

 

医療法人財団 樹徳会 上ヶ原病院 

〒662-0884 西宮市上ヶ原十番町 1 番 85 号 

TEL：0798（52）2001 FAX：0798（52）2565 

URL：http://www.uegahara.net 

病病棟棟ににつついいてて  

＊ 当院リハビリテーション科は上ヶ原地区において幅広い患者層に対

応可能な数少ないリハビリテーション科一つです。 

＊ 骨折や捻挫などの運動器疾患以外の疾患でリハビリが必要な方にも

積極的に対応させていただいています。お気軽にご相談下さい。 

＊ 入院に関してのお問い合わせは当院受け付けにお尋ねください。 

当院では入院リハビリも行っています。当院には下

記のような病棟があります。 

2019.10 運動 

一般病棟 

療養病棟 

10:1 

20:1 

疾病への積極的な治療 

疾病の安定と療養生活 

看護基準 病棟種類 病棟の主な目的 

算算定定上上限限日日数数ににつついいてて  

厚生労働省より、疾患の種類によりリハビリが実

施できる期間に上限が設定されています。介護保険

をお持ちの方は期限後はリハビリが実施できませ

ん。詳しくは担当者まで問い合わせ下さい。 

怪我してしまった…腰、膝、足
が…近くならどこの整形外科
に行こう？どこでリハビリ受
けられるのかな？  

 

 

検索 上ヶ原病院 リハビリ 

 クリック！ 

ホームページで最新情報を発信しています！！ 

 

療養病棟 日常生活に戻る支援 13:1 


